
被
災
者
生
活
再
建
支
援
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

平

成

十

九

年

十

一

月

八

日

参
議
院
災
害
対
策
特
別
委
員
会

自
然
災
害
に
よ
る
被
災
者
が
そ
の
被
害
か
ら
回
復
す
る
た
め
に
は
、
日
常
生
活
の
再
建
と
と
も
に
、
そ
の
生
活
の
基
盤
た
る

「
住
ま
い
」
の
再
建
を
欠
か
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
被
災
地
に
お
け
る
住
宅
再
建
は
、
単
に
個
人
レ
ベ
ル
に
お
け
る
再
建

だ
け
で
は
な
く
、
地
域
社
会
の
迅
速
な
復
興
の
た
め
に
も
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
か
か
る
見
地
か
ら
、
政
府
は
、
本
法
の
施
行

に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
べ
き
で
あ
る
。

一
、
支
援
金
の
支
給
限
度
額
に
つ
い
て
は
、
被
災
者
の
住
宅
再
建
に
対
す
る
意
欲
に
十
分
応
え
得
る
よ
う
、
今
後
の
実
績
等
を

踏
ま
え
、
引
き
続
き
検
討
す
る
こ
と
。

二
、
本
法
施
行
後
四
年
を
目
途
と
し
て
、
支
援
金
の
支
給
限
度
額
、
国
の
補
助
割
合
を
含
め
、
制
度
の
見
直
し
を
行
う
な
ど
の

総
合
的
な
検
討
を
加
え
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


